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閉会中の調査報告        総務常任委員会  

 

事業名 行政区自治交付金事業 

市事業費 32,240千円 

主な意見 ■自治会への加入率向上につながるメリットを増やすべきではないか。 

■交付金の金額が多いほど良いのは当然であるが、市の財政状況による。 

■各区における事業内容を公表し、共有化を図る必要性がある。 

■湖南市行政区自治交付金要綱第３条の事業が市民の公平な利益につながるよ

う使途基準を明確化すべき。 

■ゴミステーション設置や消火栓ボックス設置については別途予算化が必要で

はないか。 

まとめ ４．市実施 内容・規模見直し ①利用ニーズを調査すべき 

５．市実施 手法見直し ④委託内容を見直すべき 

【判定理由、助言の詳細】 

湖南市行政区自治交付金交付要綱第３条にあるゴミステーションの新設や消

火栓器具等の新設については、自治交付金事業ではなく別事業として市が行う

べき事業と考える（維持管理は除く）。 

また、敬老会事業については、出席者、欠席者共に平等に権利を有するもの

であるため、出来る限りの配慮を行う事。 

 

事業名 地域まちづくり協議会交付金事業 

市事業費 12,743千円 

主な意見 ■当初、説明にあったように法人や各種団体との連携を行い協議会組織も形成

すべきではないか。 

■協議会と区、自治会の役割を明確化し、予算や人的負担の軽減を図るべき。 

日 時 平成 28年８月 18日（木）９：28～11：55 

場 所 湖南市役所東庁舎４階 第１委員会室 

出席者 菅沼利紀委員長、上野雅代副委員長、松山克子委員、森淳委員、 

鵜飼八千子委員、松原栄樹議長 

説明者 なし 

議事案件 事務事業評価について 

① 行政区自治交付金事業 

② 地域まちづくり協議会交付金事業 

③ まちづくりセンター指定管理事業 

先日の委員会調査を終え、対象３事業に対する評価を各議員から事業チェッ

クシートとして提出。それを基に委員間での協議を経てまとめ、総務常任委員

会としての事業評価とする。 
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■イベント中心ではなく、防災などの地道な安全安心につながる広域連携の観

点を重視しながら活動していくべきでは。 

■事業が交付金ありきになっていないか。地域課題解決に向け、地域全体をま

きこんでまちづくり協議会が運営されることを願う。 

■湖南市地域まちづくり協議会条例第４条にある協議会の役割を担う交付金で

あるべき。 

■現在の算出根拠にとらわれず、実施事業によって予算増額の検討が必要では

ないか。 

まとめ ６．市実施 現行通り、拡大 ①このままほぼ現行どおり（事業内容・事業規

模・事業手法）進めることが望ましい 

【判定理由、助言の詳細】 

まず、前年度の事業評価に対する対応がなされていない。今回の評価は地域

まちづくり協議会活動が盛んに行われている現状に混乱を生じさせないため

に、ほぼ現行どおりの評価としているが、湖南市地域まちづくり協議会条例第

４条にあるように協議会の役割を活動の主とし、区、自治会の役割とは明確に

住み分けする必要がある。 

また、協議会の組織は区、自治会の役員だけを主とするものではなく、法人

及び各種団体との連携も強化し、本来の組織化に努める事。 

 

事業名 まちづくりセンター指定管理事業 

市事業費 63,907千円 

主な意見 ■自主事業は、まちづくりセンター主導ではなく行政主導で行うべきである。 

■預かり文書について、指定管理化による行政サービス低下に見える。 

■センター主催事業が、センターごとに大きく異なるのは問題。 

■指定管理化よりサービスが向上するよう努めるべき。 

■運営や自主事業に対し助言が必要ではないか。 

まとめ ５．市実施 手法見直し ④委託内容を見直すべき 

【判定理由、助言の詳細】 

出張所庶務における文書の受け渡しについては、湖南市出張所庶務規則第３

条「出張所で預かった文書及び物件は、本庁へ受け渡しするものとする」に従

って実施すべきであり、指定管理化に伴う住民サービス低下ではなく住民サー

ビス向上につながるよう取り組むべきである。個人情報の取り扱いや機密の取

り扱いなど安全面に問題が生じる場合は、規則の見直しを図り、取り扱えるも

の、扱えないものなどを例に挙げ、明確化した上で住民に周知を行うこと。 

また、センター長業務に対する負担の配慮や業務研修などのバックアップ体

制の充実を求める。 

 


